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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自転車の車輪接地面の上方域に架設された横架材に着脱可能に固定される係留具と、車
輪接地面の上方域に位置する前記係留具に一体的に連結され且つ曲げ加工した金属管によ
り形成された駐輪ラックとを有し、
　前記駐輪ラックは、該駐輪ラックの先端部分に連結され且つ前記駐輪ラック及び前記横
架材の間で荷重を伝達する前記係留具を介して前記横架材に一体的に連結されるとともに
、自転車の前輪を部分的に収容可能な前輪収容領域を形成し、前記駐輪ラックは、前記係
留具と前記駐輪ラックとの連結部の近傍に配置された接地脚を有することを特徴とする仮
設駐輪装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮設駐輪装置に関するものであり、より詳細には、建設工事等の工事現場や
、イベント会場等に設営され、比較的短期間の使用の後、解体撤去される仮設駐輪装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　放置自転車等のための交通障害を解消すべく、鉄道の駅の周辺や、集合住宅等には、自
転車を駐輪するための駐輪施設が設営される。この種の駐輪施設には、比較的狭い空間に
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多数の自転車を効率的に収容するための自転車収納設備が常設される。一般に、自転車収
納設備は、前後の支持梁又は支持レールと、支持梁間又はレール間に架設された多数の自
転車載置台とを備え、自転車載置台は、所定間隔を隔てて平行に配列される。この種の自
転車収納設備は、例えば、特開2011-121567号公報、特開2007-203791号公報及び特開2003
-261080号公報（特許文献１～３）等に記載されているが、いずれも、比較的長期に亘っ
て駐輪施設のコンクリート基礎面、コンクリート床面又はコンクリート舗装面等に設置さ
れる恒久的な機械式駐輪設備である。
【０００３】
　他方、建築、土木及びプラント等の工事現場や、各種イベント会場等（以下、「工事現
場等」という。）においては、一時的に数百人～数千人の工事関係者、イベント関係者等
が勤務し又は作業に従事することがあり、多くの場合、場内の移動に自転車が使用される
ので、多数の自転車を駐輪するための仮設駐輪場が必要とされる。この種の仮設駐輪場は
、ある程度の面積の地面、舗装路等を駐輪場として区画し、工事関係者等が、仮設駐輪場
内の空きスペースに任意に自転車を駐輪させることができるようにした駐輪空間であるに
すぎない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2011-121567号公報
【特許文献２】特開2007-203791号公報
【特許文献３】特開2003-261080号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、工事現場等の仮設駐輪場は、比較的限られた面積に設営されることが多
いことから、自転車が不規則に駐輪されると、多数の自転車を効率的に収容し難い状況が
生じる。このため、自転車を整列駐輪するために、交通警備員、自転車整理作業員等の人
為的な監視・管理や、整列駐輪作業等に依存せざるを得ない事情がある。
【０００６】
　これに対し、自転車使用者が自ら整列駐輪し得るように常設式の機械式駐輪設備を仮設
駐輪場に設置することも考慮し得る。しかし、この種の設備は、いずれも、長期間の使用
を前提とした比較的複雑、高強度且つ高価な装置であり、数カ月～数週間程度の比較的短
期間の使用を前提とした工事現場等の駐輪設備として経済的に使用し得る性質のものでは
ない。
【０００７】
　仮に、工事現場等の仮設駐輪場において機械式駐輪設備を使用した場合、短期間の使用
の後に駐輪設備を廃棄し難いことから、工事等の完了後に駐輪設備を他の工事現場等に移
設して再利用することが望ましい。しかし、従来の機械式駐輪設備は、簡易に解体して他
の駐輪場に移設するような使用形態を前提としたものではなく、このような使用形態に適
した構造を備えていない。
【０００８】
　即ち、工事現場等の仮設駐輪場において仮設機材として使用可能な機械式駐輪設備が存
在しないことから、工事現場等の仮設駐車場では、交通警備員、自転車整理作業員等の人
為的な監視・管理や、整列駐輪作業等に依存して自転車の効率的駐輪を可能にするか、或
いは、工事現場等で使用される自転車の台数を制限するといった運用上の対策を採用せざ
るを得ない。
【０００９】
　しかし、工事現場等の仮設駐輪場において簡易に機械式駐輪設備を構築し、工事等の完
了後に機械式駐輪設備を他の工事現場等に比較的簡単に移設して再利用することが可能で
あれば、人為的な監視・管理等に依存することなく、しかも、限られた工事現場等の駐輪
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スペースに比較的多数の自転車を効率的に駐輪することが可能となると考えられる。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、工
事現場等の仮設駐輪場において機械式駐輪設備を簡易に構築することができ、工事等の完
了後に他の工事現場等に移設して機械式駐輪設備を容易に再構築することができる仮設駐
輪装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記目的を達成すべく、自転車の車輪接地面の上方域に架設された横架材に
着脱可能に固定される係留具と、車輪接地面の上方域に位置する前記係留具に一体的に連
結され且つ曲げ加工した金属管により形成された駐輪ラックとを有し、
　前記駐輪ラックは、該駐輪ラックの先端部分に連結され且つ前記駐輪ラック及び前記横
架材の間で荷重を伝達する前記係留具を介して前記横架材に一体的に連結されるとともに
、自転車の前輪を部分的に収容可能な前輪収容領域を形成し、前記駐輪ラックは、前記係
留具と前記駐輪ラックとの連結部の近傍に配置された接地脚を有することを特徴とする仮
設駐輪装置を提供する。
 
【００１２】
　本発明の上記構成によれば、駐輪ラックは、係留具を介して横架材に一体的に連結され
、或いは、横架材によって片持ち梁式の支持構造で支持されるので、接地面の支持力を必
ずしも要しない。このため、接地面は、平坦な整地・転圧面や、平坦なコンクリート基礎
面、コンクリート床面、コンクリート舗装面等の施工を必ずしも要するものではなく、軟
弱な地盤面、砂利敷き面、不陸地盤面等を接地面として仮設駐輪装置を設置することがで
きる。従って、本発明の仮設駐輪装置によれば、係留具によって駐輪ラックを横架材に取
付けることにより、容易に駐輪装置を構築することができ、係留具を解体することにより
、容易に駐輪装置を解体することができる。また、係留具及び駐輪ラックは、比較的容易
に他の工事現場等に搬送し、上記の如く駐輪装置を再構築することができるので、異なる
工事現場等の間で駐輪装置を容易に移設することができる。
【００１３】
　好ましくは、係留具は、横架材に固定可能な仮設工事用クランプ部材からなる。本発明
者の実験によれば、仮設足場等の構築において使用される通常の仮設工事用クランプ部材
は、係留具及び横架材の連結部に作用する曲げ応力、剪断応力等に耐える緊結強度又は緊
締強度を十分に保有する。更に好ましくは、係留具と駐輪ラックとの連結部は、係留具に
対する駐輪ラックの高さ位置を調節するための連結位置調節手段(72,73)を備える。
【００１４】
　また、上記構成の駐輪ラックは、接地脚及び／又は車輪止め部材を接地面に接地させる
ことにより、接地面によっても駐輪ラックを支持することができる。
【００１６】
　好ましくは、上記駐輪ラックを構成する金属管は、１５～３０mmの外形を有し、上記前
方湾曲部は、２５～４０mmの曲率半径（内径）を有し、上記後方湾曲部は、４０～６０mm
の曲率半径（内径）を有する。金属管は、前方湾曲部及び後方湾曲部によって所定距離（
Ｓ１）離間した平行な直管部を形成する。直管部の離間距離（Ｓ１）は、例えば、５５～
８０mmの範囲内に設定される。更に好ましくは、後方湾曲部から前輪挿入方向に延びる直
管部の先端部分を相互連結する基盤部が設けられ、基盤部は、上記係留具に一体的に連結
される。所望により、基盤部は、係留具の保持部を上下方向に相対変位可能に収容するガ
イド溝と、保持部に突設されたボルトが貫通可能なスロット（長孔）形態のボルト挿通孔
とを有し、基盤部は、係留具に対して高さ調節可能に連結される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の仮設駐輪装置によれば、工事現場等の仮設駐輪場において機械式駐輪設備を簡
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易に構築することができ、工事等の完了後に他の工事現場等に移設して機械式駐輪設備を
容易に再構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の好適な実施例に係る仮設駐輪装置の構成を示す平面図及び正面
図である。
【図２】図２は、図１に示す仮設駐輪装置の左側面図及び底面図である。
【図３】図３は、図１及び図２に示す駐輪ラックの管体部分の構造を示す縦断面図及び横
断面図（Ｉ－Ｉ線断面図）である。
【図４】図４は、図１及び図２に示す接地脚の構造を示す平面図及び正面図である。
【図５】図４は、図１及び図２に示す基盤部の構造を示す平面図及び正面図である。
【図６】図６は、図１及び図２に示す仮設駐輪装置の使用状態を例示する平面図及び側面
図であり、駐輪ラックは、Ｅ形配列に配置されている。
【図７】図７は、図１及び図２に示す仮設駐輪装置の他の使用状態を例示する平面図及び
側面図であり、駐輪ラックは、上下二段配列に配置されている。
【図８】図８は、図１及び図２に示す仮設駐輪装置の更に他の使用状態を例示する平面図
及び側面図であり、駐輪ラックは、王形配列に配置されている。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００１９】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施例について詳細に説明する。
【００２０】
　図１及び図２は、本発明の好適な実施例に係る仮設駐輪装置の構成を示す平面図、正面
図、左側面図及び底面図であり、図３は、駐輪ラックの管体部分の構造を示す断面図であ
る。
【００２１】
　図１及び図２に示す如く、仮設駐輪装置１は、自転車の前輪を位置決めし且つ起立位置
に保持するための駐輪ラック２と、駐輪ラック２を横架材Ｂ（破線で示す）に係留するた
めの係留具３とから構成される。仮設駐輪装置１は、図１（Ｂ）及び図２（Ａ）に示す如
く、地面、床面又は舗装路面Ｇ（以下、「接地面Ｇ」という。）に配置され、接地面Ｇの
上方に架設された横架材Ｂに固定される。
【００２２】
　横架材Ｂは、建設工事の仮設足場（単管足場）において単管パイプ又は足場パイプ等の
名称で使用される直径約４０～５０mmの鋼管からなる。係留具３は、単管パイプ組み立て
用クランプ、単管クランプ等の名称で知られる仮設工事用の緊結具又は緊締具であり、一
般には、仮設足場（単管足場）において単管パイプ同士を緊結又は緊締するために使用さ
れる仮設機材である。係留具３は、保持部３１と、保持部３１の支軸３４によって開閉可
能に保持部３１に支持された開閉部３２と、開閉部３２の先端部分を保持部３１に連結す
る締付けボルト３３とから構成される。保持部３１、開閉部３２及び締付けボルト３３は
、横架材Ｂを全体的に囲繞し、保持部３１及び開閉部３２は、締付けボルト３３の締付け
力によって横架材Ｂを挟持し、これにより、係留具３は、横架材Ｂに堅固に固定される。
【００２３】
　図３に示す如く、駐輪ラック２の管体部分は、真っ直ぐな鋼管（外径約２０～２５mm）
を湾曲部２１、２２において所定の曲率半径で曲げ加工した構造のものであり、駐輪ラッ
ク２の中心軸線Ｘ－Ｘに対して左右対称の形態を有する。使用において駐輪方向前方且つ
上方に位置する湾曲部２１（以下、「前方湾曲部２１」という。）の曲率中心は、中心軸
線Ｘ－Ｘ上に位置し、前方湾曲部２１の曲率半径（内径）Ｒ１は、約３３mmに設定される
。使用において駐輪方向後方且つ下方に位置する湾曲部２２（以下「後方湾曲部２２」と
いう。）の曲率中心は、接地面Ｇから高さＨ１（図１（Ｂ））を隔てた位置に位置し、後
方湾曲部２２の曲率半径（内径）Ｒ２は、約５０mmに設定される。高さＨ１は、概ね８０
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～９０mmの範囲内に設定される。
【００２４】
　湾曲部２１、２２の間には、直管部２４が延在する。左右の直管部２４は、互いに平行
に延びる。後方湾曲部２２は、直管部２５に連続する。左右の直管部２５は、互いに平行
に延びる。直管部２５の先端部分２６は、図１(Ｂ）に示す如く、基盤部７に一体的に連
結され、基盤部７は、係留具３に着脱可能に連結される。左右の直管部２４、２５は、図
１(Ａ）に示す如く、水平距離Ｓ１を隔てる。距離Ｓ１は、約６５mmに設定され、自転車
の前輪を挿入可能な車輪収容空間αが左右の直管部２４、２５の間に形成される。
【００２５】
　図１及び図２に示すように、接地脚５が直管部２５の先端部分２６に固定され、車輪止
め部材６が後方湾曲部２２の近傍において直管部２５の下面に水平に固定される。
【００２６】
　図４及び図５は、接地脚及び基盤部の構造を示す平面図及び正面図である。
【００２７】
　図４に示す如く、接地脚５は、直径約９mmの円形断面を有する金属製棒材をコの字形に
曲げ加工してなる金属成形部材からなり、接地部５１及び支柱部５２を有する。車輪止め
部材６は、直径約９mmの円形断面を有する真っ直ぐな金属製棒材からなる。車輪止め部材
６は、図１及び図２に示すように、中心軸線Ｘ－Ｘと直交する方向に延び、左右の後方湾
曲部２２を架橋するように直管部２５の下面に水平に固定される。
【００２８】
　接地脚５の支柱部５２は、管体部分の下面に固定され、接地脚５の接地部５１は、直管
部２５の中心軸線に対して直交する方向に延在する。接地部５１は、接地面Ｇに接地し、
車輪止め部材６も又、接地面Ｇに接地する。接地脚５及び車輪止め部材６が接地面Ｇに接
地した状態では、直管部２５は、後方湾曲部２２から斜め上方且つ前方に延びる。
【００２９】
　図２（Ｂ）に示す如く、基盤部７は、中心軸線Ｘ－Ｘと直交する方向に延び、左右の先
端部分２６を架橋するように直管部２５の前端面に固定される。
【００３０】
　基盤部７は、図５に示す如く、水平な長軸を有する長円形の基板７１と、基板７１の前
側面に垂直に固定された左右一対のガイド部材７２とから構成される。基板７１の中心部
には、上下方向の長軸を有するスロット（長孔）７３が穿設される。基板７１の左右の端
部には、円形開口部７４が穿設される。各円形開口部７４は、管体部分の各先端部分２６
（図５に破線で示す）に整合する位置に配置される。各先端部分２６は、溶接等の固着手
段によって基板７１に固定される。
【００３１】
　ガイド部材７２は、係留具３の保持部３１の幅と実質的に同一の距離Ｓ２を隔てて離間
する。距離Ｓ２は、係留具３の保持部３１の幅と実質的に同じ寸法、或いは、保持部３１
の幅よりも僅かに大きな寸法に設定され、ガイド部材７２の間には、係留具３の保持部３
１を上下動可能に受入れるガイド溝７５が形成される。なお、本例において、各ガイド部
材７２は、直径約９mmの円形断面を有する真っ直ぐな金属製棒材からなる。
【００３２】
　図１及び図２に示す如く、係留具３の保持部３１がガイド溝７５に挿入される。保持部
３１に突設された連結ボルト３６がスロット７３を貫通し、ナット３７が、連結ボルト３
６の先端部分に螺着する。保持部３１は、ナット３７の締付けにより、基盤部７に一体的
に連結される。
【００３３】
　図６は、図１及び図２に示す仮設駐輪装置の使用状態を例示する平面図及び側面図であ
る。図６には、接地面Ｇ上に複数の駐輪ラック２をＥ形配列に配置し、各自転車を各駐輪
ラック２によって起立状態に保持した状態が示されている。
【００３４】
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　横架材Ｂを架設するための鉛直杭Ｃが、接地面Ｇに立設される。鉛直杭Ｃは、横架材Ｂ
と同じく、直径約４０～５０mmの鋼管からなり、鉛直杭Ｃの下部は、接地面Ｇの地盤等に
埋入し、地盤等によって支持される。なお、鉛直杭Ｃに換えて、仮設足場、仮設構造物等
の鉛直支柱を利用して横架材Ｂを架設しても良い。
【００３５】
　横架材Ｂは、直交クランプ等の仮設工事用クランプ部材Ｅによって鉛直杭Ｃの地上部分
に固定される。横架材Ｂの中心軸線の高さＨ２（図１（Ｂ））は、基盤部７の高さ位置に
相応して設定される。本例においては、高さＨ２は、約９０mmに設定される。
【００３６】
　係留具３は、図１及び図２に示す如く横架材Ｂを囲繞し、締付けボルト３３の締付け力
によって横架材Ｂに堅固に固定される。接地脚５及び車輪止め部材６は、接地面Ｇに接地
する。かくして、係留具３に一体的に連結された各駐輪ラック２により、横架材Ｂと直交
する方向に延びる車輪収容空間αを形成することができる。
【００３７】
　駐輪ラック２の荷重は、係留具３を介して横架材Ｂに伝達し、横架材Ｂによって片持ち
梁式（キャンチレバー式）の支持形態で支持される。係留具３には、横架材Ｂの中心軸線
廻りの曲げモーメント等が作用するが、係留具３を構成する仮設工事用クランプ部材は、
仮設足場等の安全性確保のために緊結強度又は緊締強度等を予め規定されており、係留具
３及び横架材Ｂの連結部に作用する曲げ応力、剪断応力等に耐える緊結強度又は緊締強度
を十分に保有することが判明した。
【００３８】
　このように駐輪ラック２が片持ち梁式の支持形態で横架材Ｂに支持されるので、接地脚
５及び車輪止め部材６は、必ずしも駐輪ラック２の荷重を地盤面Ｇに伝達する必要はなく
、従って、接地脚５及び車輪止め部材６を地盤面Ｇに接地させず、地盤面Ｇから若干浮き
上がった状態に位置決めしても良い。また、地盤面Ｇは、駐輪ラック２の荷重を支持する
ことを必ずしも要しないので、軟弱な地盤面や、砂利敷き面、不陸地盤面等であっても良
く、従って、地盤面Ｇの整地・転圧や、コンクリート基礎、コンクリート床面、コンクリ
ート舗装面等の施工を省略することができる。
【００３９】
　なお、基盤部７は、ナット３７を過渡的に弛めて保持部３１をガイド溝７５内で上下方
向にスライドさせ、スロット７３の高さ範囲内で係留具３の高さ位置を上下方向に変位さ
せることができる。従って、接地脚５を接地面Ｇに接地させる場合には、係留具３の高さ
位置を調節し、接地脚５と接地面Ｇとの位置関係を調整することができる。
【００４０】
　図６（Ａ）に示す如く、所定間隔を隔てて複数の駐輪ラック２を横架材Ｂに固定するこ
とにより、複数の自転車を駐輪可能な駐輪設備を地盤Ｇ上に形成することができる。図６
（Ｂ）に示す如く、自転車の前輪は、車輪止め部材６を乗り越えて車輪収容空間αに挿入
される。前輪の下側後部は、車輪止め部材６に当接し、後方回転及び後方移動を制動又は
阻止される。前輪は、左右の直管部２４、２５によって側方への傾倒を阻止されるので、
自転車は、起立状態を維持する。
【００４１】
　工事終了等により駐輪設備を撤去する場合、締付けボルト３３の締付け力を解放して係
留具３を開放することにより、駐輪ラック２を横架材Ｂから容易に撤去することができる
。横架材Ｂは、クランプ部材Ｅの解放により、鉛直杭Ｃから容易に撤去することができ、
鉛直杭Ｃは、地盤等から引き抜くことにより、撤去することができる。
【００４２】
　図７は、図１及び図２に示す仮設駐輪装置の他の使用状態を例示する平面図及び側面図
であり、図８は、図１及び図２に示す仮設駐輪装置の更に他の使用状態を例示する平面図
及び側面図である。図７に示す使用形態では、駐輪ラックは、上下二段配列に配置されて
おり、図８に示す使用形態では、駐輪ラックは、王形配列に配置されている。
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【００４３】
　図７に示す如く、鉛直杭Ｃに対して横架材Ｂを上下二段に架設し、駐輪ラック２を上下
の横架材Ｂに交互に取付けることにより、駐輪ラック２を上下二段配列に配置することが
できる。また、図８に示す如く、横架材Ｂの各側に駐輪ラック２を交互に取付けることに
より、駐輪ラック２を王形配列に配置することができる。
【００４４】
　なお、図７に示す上下二段配列においては、上段の駐輪ラック２は、完全に空中に浮い
た状態であるが、前述の如く、駐輪ラック２の荷重は、係留具３を介して横架材Ｂに伝達
し、横架材Ｂによって片持ち梁式の支持形態で支持される。
【００４５】
　以上、本発明の好適な実施例について詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内で種々の変形又は変更が
可能である。
【００４６】
　例えば、上記実施例では、直管形態の横架材に対して駐輪ラックを取付けているが、湾
曲した横架材や、平面視多角形又は円形（環状）の枠体を構成する横架材等に駐輪ラック
を取付けても良い。
【００４７】
　また、上記実施例では、仮設工事用クランプ部材を係留具として使用しているが、同等
の強度を保有する他の構造又は種類の係留具によって駐輪ラックを横架材に取付けても良
い。
【００４８】
　更に、上記実施例では、駐輪ラック設置のための横架材を鉛直杭によって架設している
が、既存構造物の既設横架材や、仮設足場、仮設構造物等の構成部材に駐輪ラックを取付
けることも可能である。
【００４９】
　また、上記実施例では、駐輪ラックは、曲げ変形管、基盤、車輪止め部材及び接地脚を
一体化した構造のものであるが、例えば、可搬性、運搬容易性等を考慮して、曲げ変形管
及び接地脚等を折り畳み式構造や、分解可能な構造に設計することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明は、仮設駐輪装置、殊に、建設工事等の工事現場や、イベント会場等に設営され
、比較的短期間の使用の後、解体撤去される仮設駐輪装置に適用される。本発明の仮設駐
輪設備によれば、工事現場等の仮設駐輪場において機械式駐輪設備を簡易に構築すること
ができ、工事等の完了後に他の工事現場等に移設して機械式駐輪設備を簡易に再構築する
ことができるので、その実用的効果は、顕著なるものがある。
【符号の説明】
【００５１】
１　仮設駐輪装置
２　駐輪ラック
３　係留具
５　接地脚
６　車輪止め部材
７　基盤部
２１　前方湾曲部
２２　後方湾曲部
２４、２５　直管部
２６　先端部分
７１　基板
７２　ガイド部材
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７３　スロット
７５　ガイド溝
α　車輪収容空間
Ｇ　接地面
Ｂ　横架材

【図１】 【図２】
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